
 

私立高等学校等奨学給付金支給費について 

                     

１ 事業目的 

  全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担

を軽減するため、低中所得者世帯に対して奨学給付金を支給する。 

 

 

２ 制度変更の概要 

（１）対象者 

就学支援金（新制度）の対象者 

①生活保護法の規定による生業扶助が行われている

世帯（生活保護受給世帯） 

②保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税 

所得割が非課税である世帯（住民税非課税世帯） 

③保護者等全員の道府県民税所得割及び 

市町村民税所得割の合算額が 105,500 円未満 

である世帯（②の世帯を除く） 

④保護者等全員の道府県民税所得割及び 

市町村民税所得割の合算額が 182,500 円未満 

である世帯（②及び③の世帯を除く） 

就学支援金（経過措置）または 

新修学支援金の対象者 

①生活保護法の規定による生業扶助が行われている

世帯（生活保護受給世帯） 

②保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税 

所得割が非課税である世帯（住民税非課税世帯） 

 

（２）給付額 

区分 全日制 通信制 

① ５２，６００円 ５２，６００円 

② １５２，０００円 ５２，１００円 

③ ５０，６７０円 １７，３７０円 

④ ３８，０００円 １３，０３０円 
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３ 委託契約について 

  

業務項目 業務内容の説明 

申請書類の審査 

・提出書類について、内容及び過不足を確認し、不備があれ

ば修正・追加提出の指示を行う。 

・支給要件（所得等）を確認し、修正・取下げ指示を行う。 

・申請書類を取りまとめ、県へ提出する。 

対象者リストの作成 
・申請内容の集計・リスト化し、申請書の内容が正しく転記

されていることを確認した上で、県へ提出する。 

支給決定通知の送付 ・申請者に対し、県が作成する支給決定通知を送付する。 

  ※受託しない場合も、受託する場合と同様の事務を行っていただきます。 

  ※本委託契約は収益事業には該当しないため、寄付行為の変更をしていただく必要は 

   ありません。 

 

４ 学校の代理受領について 

（１）学校代理受領による利点 

・申請者が口座情報を提出する必要がなく、申請者の負担軽減となる 

・学校及び県における審査業務において、口座情報を確認する必要がなく、 

 事務負担の大幅な軽減につながる 

・審査業務が速やかに完了するため、代理受領しない場合と比べ、早期給付が 

可能となる 

・口座情報の誤り等による振込不能がなくなり、学校が振込不能対応をする 

必要がなくなる 

 

 （２）学校代理受領を行うの際の留意点 

・申請者が学校への委任状を書く必要はない 

（申請書で意向を確認できるよう、様式を修正予定） 

・代理受領を行うのは原則学校単位であり、代理受領を行う学校のうち 

一人だけ申請者本人の口座に振り込むといったことはできない 
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6月16日 6月16日 7月1日 7月18日 8月20日 10月下旬

補
助
金
説
明
会

制
度
周
知
開
始

学
校
受
付
開
始

学
校
受
付
締
切

私
学
振
興
室
提
出
日

給
付
金
支
給
日

５ 事業日程 

（１）受付期間 

  令和８年７月１日（水）～１１月２０日（金）まで 

※年内に支給を完了させるため、受付期限に関わらず提出書類が揃い次第速やかに提

出してください。 

 

（２）支給スケジュール 

   生徒から学校への受付締切日を各月２０日頃とし、提出された申請書類を１月分ご

とに取りまとめ、翌月１９日までに県に提出してください。 

学校から県への最終提出期限は令和８年１１月２０日（金）とし、修正等があった

場合の再提出期限は令和８年１２月４日（金）とします。 

 

＜第１回目の支払スケジュール（予定）＞ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

６ 問い合わせについて 

 委託契約や学校代理受領を含め、奨学給付金についてのお問い合わせはメールでお願い

いたします。お電話でお問い合わせいただいても、その場での回答はいたしかねます。 

 なお、「よくある質問集」を随時更新しますので、お問い合わせ前に最新版をご確認い

ただき、問い合わせが重複することのないようにお願いいたします。 

 

７ 配布資料 

（１）高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付金）の取扱いについて 

（令和８年度改正（案）見え消し） 

（２）令和８年度申請書様式(案) 

（３）奨学給付金申請者一覧作成シートのコード関係注意事項 

6 月 9 日 6 月下旬 7 月１日 7 月 20 日 8 月 19 日 10 月下旬 
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- 5 - 

 

105,500 270 380
 

182,500 380
490  

 
  

    

 32,300  52,600  32,300  52,600  

 143,700  152,000 50,500  52,100  

270 380  47,900  50,670  16,830  17,370  

380 490  35,930  38,000  12,630  13,030  

 
 

 
 

 

 
  

    

 32,300  52,600  32,300  52,600  

 143,700  152,000 50,500  52,100  

 

 

 
1  32,300  
1  52,600  

 

0  
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1 99

1 99  

 

 
1 143,700  
1   50,500  
1  152,000  
1   52,100  

 
 

   

 64,800  81,000  

270 380  21,600  27,000  

380 490  16,200  20,300  
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様式１－１（その１）

愛知県知事殿 　　　　　年　　　月　　　日

セイ メイ

姓 名

〒 ‐

- -

　①課税証明書で保護者等の所得割を確認し、記入してください（生活保護世帯は記入不要です）

　②該当する申請区分に✓をつけてください。

生活保護世帯（生活保護上の生業扶助を受給している世帯）

☆所得割の合算額0円～99円（非課税世帯）

☆所得割の合算額100円～105,499円

☆所得割の合算額105,500円～182,499円

　高等学校等奨学給付金の受給権について下記の者に委任します。

セイ メイ

姓 名

年 月 日

年 月 日 回

親権者

□
未成年後見人

□
その他

□

（案）高等学校等奨学給付金支給申請書

次の４点を確認の上、□に✓を付けてください。
　　□　この申請書の記載内容は、事実に相違ありません。
　　□　この申請書に虚偽の記載があった場合は、愛知県の求めに従いその金額を即時返還します。
　　□　私は愛知県以外の都道府県に高校生等奨学給付金の申請は行っておりません。
　　□　この申請の対象となる高校生等は児童福祉法による児童入所施設措置費（見学旅費又は特別育成費
　　　　（母子生活支援施設の高校生等を除く））の支弁対象ではありません。

フリガナ

【申請者】
保護者等①　氏名

学校コード

債権者コード

□区 □町
□村

親権者

□
未成年後見人

□
その他

□
　生徒本人

　　 □

　生徒本人

　　 □

住所

愛知県
□市

□郡

所得確認の対象となる保護者等(注)は □上記１名のみです

電話番号

下記生徒との関係

その他を選択した場合、
生徒との続柄等を記載

□上記の者を含めて２名（以上）です
※こちらにチェックした場合は、下記にも保護者等を記入してください

対象となる
生徒氏名

申請者
に同じ

□

その他を選択した場合、
生徒との続柄等を記載

円

円

入学年月日
□平成

□令和

令和８年度高等学校等奨学給付金の支給を申請します。また、下記記載内容に相違ないことを誓約します。

記

フリガナ

在学校名

課程名
□全日制　□定時制　□通信制
□その他

申請区分

保護者等②　氏名
（２名以上の場合）

下記生徒との関係

住所

都道府県民税所得割

円

円

計

a　　　　　　　　　　　　　　円

b　　　　　　　　　　　　　　円

保護者等①

保護者等②

市町村民税所得割

a+b　　　　　　　　　　　　 円☆所得割の合算額

　住所　〒
　氏名

銀行 口座名義口座番号等

委任について

上記生徒について、過去に
奨学給付金を受給した回数年生

生年
月日

学年

□昭和

□平成

（主たる生計維持

者を含む）

（左記の親権者等が

いない場合のみ）

（主たる生計維持

者を含む）
（左記の保護者等が

いない場合のみ）
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※学校使用欄　この欄は学校から証明を受けてください ※審査結果記入欄

□生活保護世帯

□非課税世帯

□所得割105,500円未満世帯

□所得割182,500円未満世帯

□対象外

　上記生徒が令和８年７月１日時点で、　　　　　　　　　立　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校

　　　　　　　　　課程に在学することを証明します。

　また、上記生徒は令和８年７月１日時点で就学支援金・新修学支援・学び直し支援金の受給資格を有しており
ます。

　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　　学校長　氏名

記入上
の注意

申請日の属する年度の7月1日現在の状況で記入してください。

添付
資料

１　生活保護世帯　　生業扶助を受給中であることを証明する生活保護受給証明書
２　上記以外の世帯　保護者等全員の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類

国籍確認欄
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様式１－１（その１）

愛知県知事殿 年 7月 1 日

セイ メイ

姓 名

〒 4 6 0 ‐ 8 5 0 1

- -

　①課税証明書で保護者等の所得割を確認し、記入してください（生活保護世帯は記入不要です）

b

a+b

　②該当する申請区分に✓をつけてください。

生活保護世帯（生活保護上の生業扶助を受給している世帯）

☆所得割の合算額0円～99円（非課税世帯）

☆所得割の合算額100円～105,499円

☆所得割の合算額105,500円～182,499円

　高等学校等奨学給付金の受給権について下記の者に委任します。

セイ メイ

姓 名

2 2 年 4 月 2 日

8 年 4 月 1 日 回

（案）高等学校等奨学給付金支給申請書 学校コード

債権者コード

2026

次の４点を確認の上、□に✓を付けてください。
　　□　この申請書の記載内容は、事実に相違ありません。
　　□　この申請書に虚偽の記載があった場合は、愛知県の求めに従いその金額を即時返還します。
　　□　私は愛知県以外の都道府県に高校生等奨学給付金の申請は行っておりません。
　　□　この申請の対象となる高校生等は児童福祉法による児童入所施設措置費（見学旅費又は特別育成費
　　　　（母子生活支援施設の高校生等を除く））の支弁対象ではありません。

フリガナ アイチ タロウ

【申請者】
保護者等①　氏名 愛知 太郎

住所

愛知県 名古屋 □市

□郡 中 □区 □町
□村

三の丸3-1-2

電話番号 052 954 7477

下記生徒との関係

親権者

□
未成年後見人

□
その他

□
　生徒本人

　　 □
その他を選択した場合、
生徒との続柄等を記載 父

所得確認の対象となる保護者等(注)は □上記１名のみです □上記の者を含めて２名（以上）です
※こちらにチェックした場合は、下記にも保護者等を記入してください

保護者等②　氏名
（２名以上の場合）

下記生徒との関係
親権者

□
未成年後見人

□
その他

□
　生徒本人

　　 □
その他を選択した場合、
生徒との続柄等を記載

住所
申請者
に同じ

□

申請区分

市町村民税所得割 都道府県民税所得割 計

保護者等① 53,000円 22,600円 75,600円

保護者等② 円 円 円

☆所得割の合算額 75,600円

□昭和

□平成

令和８年度高等学校等奨学給付金の支給を申請します。また、下記記載内容に相違ないことを誓約します。

記

フリガナ アイチ イチロウ

年生
上記生徒について、過去に
奨学給付金を受給した回数

対象となる
生徒氏名 愛知 一郎

在学校名 〇〇高等学校

課程名
□全日制　□定時制　□通信制
□その他

生年
月日

0入学年月日
□平成

□令和
学年 1

委任について

　住所　〒○○○-○○○○　愛知県～
　氏名　～高等学校　校長　～

銀行 ～銀行　～支店 口座番号等 普通　○○○○○○○ 口座名義 ～高等学校

（主たる生計維持

者を含む）

（左記の親権者等が

いない場合のみ）

（主たる生計維持

者を含む）
（左記の保護者等が

いない場合のみ）

✓
✓

✓
✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

※消えるボールペン（フリクション等）、修正テープ、修正液の使用不可！

修正する場合は「二重線」で訂正してください！（全ての様式共通です）

内容を確認して必ず全てチェックすること

親権者２名が保護者等の場合は、生徒と同居する親権者のどちらかを申請者としてください。
氏名は保護者自身が記入してください。外国籍の方は口座名義と同じ名前を記入してください。

該当するものにチェックしてください。

親権者２名が保護者等の場合、もう一方の保護者の氏名を記入して
ください。ひとり親世帯の場合は空欄のままにしておいてください。

下段の保護者等の住所が、申請者（上段の
保護者）の住所と異なる場合、この欄に住所地を記入してください。

課税証明書から、市町村民税と都道府県民税の所得割額を転記し、
計の欄に合算額を記入してください。
保護者等が2名いる場合、二名分の合算額をa+bの欄に記入してください。

該当するものにチェックしてください。

学校から指示がある場合のみ記入してください。
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※学校使用欄　この欄は学校から証明を受けてください ※審査結果記入欄

□生活保護世帯

□非課税世帯

□所得割105,500円未満世帯

□所得割182,500円未満世帯

□対象外

記入上
の注意

申請日の属する年度の7月1日現在の状況で記入してください。

添付
資料

１　生活保護世帯　　生業扶助を受給中であることを証明する生活保護受給証明書
２　上記以外の世帯　保護者等全員の県民税所得割及び市町村民税所得割が確認できる書類

　上記生徒が令和８年７月１日時点で、　　　　私　立　　　　　○○高等　　学校

　　全日制　　課程に在学することを証明します。

　また、上記生徒は令和８年７月１日時点で就学支援金・新修学支援・学び直し支援金の受給資格を有しており
ます。

　　　2026年　　7月　　1日　　　　　　　○○　高等学校長　氏名　　　　○○○○

国籍確認欄

生徒が在学する高等学校等で記入してもらってください。 記入しないでください。
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令和８年度 奨学給付金申請者一覧作成シートの 

コード関係注意事項 

○債権者コードについて 

  債権者コードは、以下により付番してください。 

 
令和 8年度 債権者コード（半角数字９桁）の付け方 

   債権者コード：X X Y Y Y Y Z Z Z 
 
入学年（西暦）下２桁       申請者番号（入学年別に、申請者（生徒） 
（学年共通 23～26）              毎に 001 から始まる３桁の連 

番を付す） 
学校コード４桁（学校・課程別） 
 

※ 奨学給付金支給システム導入に伴い、債権者コードを一度付与した申請者（生徒）

については、翌年度以降も同一コードを用います。 

※ ２年生以上に転入した生徒の最初の２桁については、同学年の西暦下２桁としてく

ださい。 

  例：２０２６年４月に２年生に転入した生徒の最初の２桁・・・２５ 

※ 家計急変世帯における申請者一覧作成シートは、通常の非課税世帯等とは別ファイ

ルで作成することとする。ただし、債権者コードは家計急変世帯と非課税世帯等で同

一のコードは使用しないこと。 

※ 一覧の並び順は、債権者コード順（昇順）にすること。県に提出する書類について

も同様とすること。また、書類はＡ４サイズで統一してください。 

 
○金融機関コードについて(学校代理受領を行わない場合) 

  金融機関コードは、金融機関ごとの４桁の番号と支店ごとの３桁の番号があり、本シ

ステムでは両方の入力が必須です。例年、誤った番号や番号の記載のない申請書が散見

されるため、必ず確認をお願いします。 
各金融機関及び支店の番号は、通帳の表紙や見開きページに記載されている場合もあ

りますが、記載のない場合は下記のＨＰ等を参考にして正確に記入してください。 
  金融機関コード・銀行コード検索：https://zengin.ajtw.net/ 
 

○学校コードについて 

  学校コードは、申請者一覧作成シートの「県内学校一覧」シートを参照してください。 

就学支援金事務で用いる学校コードと異なる場合がありますので、ご注意ください。 

 

○銀行コード、支店コード、口座番号の０埋めについて 

銀行コード４桁、支店コード３桁、口座番号７桁にそれぞれ満たない場合は、０埋め

してください（セルの設定で０埋めするのではなく、必ず手入力で行ってください）。 

 （例）口座番号が１１１の場合→００００１１１（７桁） 
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